
(別紙1) 

。圏民年金・厚生年金保険障害認定基準 (第 11節/心疾患による障害)

改 正 後

第 3 障害E在、定に当たっての基準

第 1章陣;!.;・等級偲定基準

第 11節/心疾患による障害

心疾患による障害の程度は、次により認定する。

1 認定基準 (略)

2 f2定要領

(l) ~ (8) (目的

(9) 疾患別に各等級に相当すると認められるものを一部例示

すると、次のとおりである。

①~⑤(賂)

⑤ 先天性心疾患

陣答の

程度

1 級

2 級

障害の状態

病状 (1服審)が箪鰐で安I'(P時においても、常時

心不全の症状(NYHA心機能分類クラスN)を有し、

かつ、一般状態区分炎のオに該当するもの

1 I\~常検査所見が 2つ以上及び病状をあらわす

臨床所見が 5つ以上あり、かつ、一般状態区分

表のウ又はエに該当するもの

2 Eisenmenger化(手術不可能な逆流状況が発

生)を起こしているもので、かつ、一般状態区

分表のウ又はエに核当するもの

1 異常検査所凡のC、D、Eのうち 1つ以上の

所凡及び病状をあらわす臨床所比が 1つ以上あ

り、かつ、一般状態区分表のイ又はウに核当す

3 級 l るもの

⑦(略)

2 fW体Jfll流比1.5以上の左右短絡又はJW動脈収

鐘遡星50nllllHg以上のもので、かつ、一般状態区

分表のイ又はワに該当するもの

(10)・(11) (略)

改 正

(傍線部分は改正部分)

前

第 3 隊害認定に当たっての基準

第 1章 障害等級認定基準

第 11節/心疾患による障害

心疾患による障害の程度は、次により認定する。

1 認定基準 (略)

2 認定要領

(l) ~(8) (略)

(9) 疾患別に各等級に相当すると認、められるものを一部例示

すると、次のとおりである。

①~⑤(略)

⑥ 先天性心疾患

障害の

程度

1 級

2 級

障害の状餓

病状 (障害)がm篤で安I(~n寺においても、常時

心不全の症状(NYH4.心機能分J:(IクラスN)を有し、

かつ、一般状態区分表のオに核当するもの

1 異常検査所見が 2つ以上及び病状をあらわす

臨床所見が5つ以上あり、かつ、 一般状態区分

表のウ又はエiこ核当するもの

2 Eisenmenger化(手術不可能な逆流状況が発

生)を起こしているもので、かつ、一般状態区

分表のウ又はエに核当するもの

1 }地常検査所見のC、D、Eのうち 1つ以上の

所見及び病状をあらわす臨床所見が lつ以上あ

り、かっ、一般状態区分火のイ又はクに該当す

3 級 | るもの

⑦(略)

2 n市体血流比1.5以上の左右短絡、平均IMi動脈収

御 座50m耐g以上のもので、かつ、一般状態区

分表のイ又はウに該当するもの

(10)・(11) (略)



(別紙2)

。国民年金・厚生年金保険障害認定基準(第 13節/肝疾患による障害)新旧対照表

改

第3 障害使、定に当たっての基準

第 1章障;日等級認定基準

第 1.3節/月干疾患によ る峰答

正 後

肝疾患による障害の程度は、次によ り認定する。

1 認定.!.~準 (略)

2 認定要問

( 1) 肝疾忠による陣1fの認定の対象は、慢性かつぴまん性の

肝疾患の結果生じた肝町IJ!変徒及びそれに付附する病悠(企

道 ・ 悶などの山脈続、 特発i~:制'1'I'i生血監査、 ~fili)立を含む。)

である.

府側交では、一般に肝は1佐伯 し11干全体が高度の縦訓化の

ため硬化して くる。

肝硬'~.:で Jbi も多いものは 、 B型肝炎ウイルスあるいはC型

肝炎ウイノレスによ る ウイノレス性 11干r，~!変 で あり 、 そ の他自己

免疫性肝炎や~I :アルコール性1111肪肝炎による 肝限'ß.:、 ア ノレコー

ノレ性肝側資、 JJ ll汁 うつ ìllH削干~，~ ，~、代凋{性肝脱変(ウィ Jレソ ン

病、 へそクロマトーシス)匂がある。

(2) 月干狭山の主叫.1，E状としては、 切抜労!様、全身fti怠峨、服部

膨消感、犯然、企盤五lH、藍止、同品吐、皮~\~そう j.\'i感、止血』

下.lflし有焔位。IjItj{知て.I~の自覚旋状、 肝 別抗、 J~I!J"'!大、浮刷、

腹水、 黄lil 、 1I(1'~静脈怒り日目、息江I_:_U血血並i、旺蛙脳並L且皐

盟血等のl自似11似11.γ.叫所h見lがある9

(3) 盈ftとしては、まず、 l飢U<i;i定検賛、 IIlt~伐生化学防査が行わ

れるが、さらに、 肝炎ウイルス|合査、 Iflt並並阻1丞j主主」免役学

的 I~! N 、 ω音波~!査、 CT ' MR i 検査 、 I~HHI1 Ii.Í1 lli 、旺主血ι

上部消化管内1rJ.m盤虫、 肝血管 j~ 'l~等が行われる。

(4) 肝疾患でのZ重症度中1I定の検査項目及び臨床所見、政びに異常値

の一部を示すと次のとおりである。

改

第 3 降容認定に当たってのlA準

第 1司E 司章容等級認定基準

第 13節/肝疾!，!!，による!な寄

(傍線部分は改正部分)

正 前

肝疾患による附警の程度は、次によ り総定する.

1 惚定基準 (賂)

2 認定要似

(1) 肝疾患による|時容のiI11定の対象は、|位性かっびまん位の

JI干族l，U，の結果生じた肝硬変症及びそれに付随する病態(金

道並l匝盤、旺豊を含む。) である。

11干 l例公 では、 一般に肝は ;~.:絡し肝全体が ，I':i l交の~';\~.I~化 の

ため傾!イヒ)て くる。

H干仰! J~で最も多いものは、 8 t~ß干炎ウイ JレスあるいはC型

型肝炎ウイノレスによるウイルス性肝硬 七であり、，その他自己

免疫性肝炎による肝便変、ア/レコーノレ性肝似!変、盟主主ヱ並

並』王盟主、代。則性月干縦;良: (ウィノレソン病、へそクロマトーシ

ス)等がある。

(2) 肝疾患の主叫杭状としては、易疲労!必、全身倦怠感、 1I¥l部

HWi，向感、発熱、企旦主1昼、 ?姐基、，'"吐、皮脂そ う痔感、血

J&l等の自叫;症状、月干:終結、肺!A重大、浮州、JIV水、黄f丘、腹壁

静脈怒張、立道此l~盤、 主也監査等の"包覚所見があるe

(3) 盤主盛盤としては、まず、 Ifl!.波生化学検査が行われるが、 さ

らに、免疫学的検辺、組背波N: .l旬 、 C T ' MRI 検 -tt 、 JJ~l腔

fj).検査、よ血注目L竹内視f(t.による'J'.t道/，'(，脈紛検査、月干Dll管造

影事事が行われる。

(4) 肝疾患での重脱皮判定の検査1i'i目及び異常値の一昔jlを示す

と次のとおりである。



検査項目L血豆

亙旦
基準似 中等度の異常 高度異常 検査項目 基準11在 中等皮の異常 高度異常

血清総ピリノレピ 0.3~ 総ピリノレピン 0.3~ 

2.0以上 3.0以下 主立運
(mg/dQ) 

主以上豆室温 主且よ
ン (mg/dQ) 1.2 1.2 

血清アルブミン
l血清アルブミン 4. 2~ 4.2~ 

主主以上3.5圭遡 2.8未満(g/d {!) 
5. 1 

主立以上 3.5且ヱ 3.0未満
(g/d ll) 5. 1 

(BCG法]

血小仮数
5以上 10未満 5未満

血小板?;lc
5以上 10来淵 5未満13~35 13~35 

(万/μ~) (万/μe)

プロト (%) 70-130 40以上盟主迦 40未満

プロト ロンピン 70超~ ロンピ
40以上Z旦且ヱ 40朱満

4以上 6米淵のIE 6以上の延時間 (PT) (%) 130 ン時間
」笠L }o-14 

(P T) 量 呈

期量治性HE水 r~:Þ 97まλ77~-t'

腹 水 sIl水あり 0.8~ 
(AL p) 3.5以上 10米湖 旦且よあり 2. 3 
(Bessey法)

脳 痘
I皮 E度以上 盤盤J市些些型{但三

(表 1) コ9ンエλテラ-t' 対して当明らかに

(CHE) 病的な墨常盤のも

の

腹 水 皇笠Mr~主L 前j交 付 :u

j悩 霊E
I度斗笠L

E度以上i主
(-.長1) 主L

* 治昨γより軽量主る主の

本*治産により!@佳しない主の

斗注L ALP丞びCHEの将校盛組はs 豊u定方法や単位

により畠なるので注tむす ること

表 1 昏雌度分類 (略) 表 1 昏Ihf¥度分類 (略)

( 5) (略) (5) (賂)

(6) 各等級に相当すると認められるものを一部例示すると次の (6) 各等級に相当すると認められるものを一郎例示すると 次の

とおりである. とおりである。

障害の
隊 寄 状 態 陣容のの

附 害 状 IJ!l 程度 の
程度

前官己 (4) の倹査成~I及び臨床所見のうち両度941itを

3つE!上示すもの又は向車墨1l';を 2つ亙ぴ中符度の 級
Ilfr紀 (4)の検査成紛が高度災常を示すもので、かつ、

l 
1 級

異常を 2つ以上示すもので、かつ、 一般状態区分殺の
一般状態区分表のオに政当するもの

オに該当するもの 前記(4)の検査成紛が中当事皮の異常を示すもので、

前記(4)の検査成w及び臨床所見のうち中等度互旦
2 級

かっ、一般状態区分表のエ又はウに骸当するもの

2 級 宣車の兆常を 3つ以上示すもので、かっ、 一般状態区
l1trJe (4)の検査成U!空中等度の異常を示すもので、

分表のエ又はウに自主当するもの 3 級

師I記(4)の検査成制l及び臨床所見のうち中等度Z旦
かつ、一般状態区分衰のウ又はイに絞当するもの

3 級 車産の~1:tを 2 つ以上示すもので、かっ、 一般状態区

分表のウ又はイに餓当するもの

-2開



なお、障害の程度の判定に当たっては、前官己(4)の検査成

績及び臨床所見によるほか、他党所見、他の一般検査及び特

殊検査の検査成績、治療及び病状の経過等も参考とし、認定

時の兵体的な日常生活状況等を把握して、総合的に認定

する。

( (10) に移動)

なお、障害の程度の判定に当たっては、前記(，=)の検査成

績によるほか、他党所見、他の一般検査及び特殊検査の検

査成績、治療及び病状の経過等も参考とし、認定時の具体

的な日常生活状況等を把握して、総合的に認定する.

_ill_ 食道静脈癌は、胃 ・食道静脈港内視鏡所見配鍛基準及び

治療の頻度、治療効果を参考とし、肝機能障害と併せて、

総合的に隠定する。

」エL 検査成績は、その性質上変動しやすいので、肝疾患の経I..J..e.L 検査成綾は、その性質上変111))しやすいので、肝疾患の経

過中において最もi内切にがi状をあらわしていると息われる | 過中において最も適切に病状をあらわしていると思われる 1

検査成績にぷづいて盟主主行うものとする。 I 検査成iJiに基づいて行うものとする。

.J..tl_ s干r，，)!変は、その発症原因によって、病状、進行状況を異I_i.2L 肝硬変は、その発症原因によって、病状、進行状況を異

にするので、各疾.'J).I;r;J有の病態に合わせて認定する。 7Ji.-::J-1 ねするので、各疾患悶有の病般に合わせて認定する.

jレ性肝附ゼについては、 ~it位Lエ正之盟主並1が を行っていること

墨立.t1tF日より!引こ180日以上アノレコーノレを筏取していないこ

とについて、 li(1I必のできた:r，'に限り、 ;z定を行うものとする。

_i2L 慢性肝炎は、原則として既定の対象としないが、些U当並立| 斗旦 慢性肝炎は、即日IJとして認定の対象としないが、旦立益旦ムー

る陣容の状1舟に栂当するものは.Lt!.)Eの弁l-qlとする。 I GPT(ALT)が長期IIIJにわたって 100以上の11'(を示し、かっ、

軽易な労働以外の労仰に支怖がある程度のものは、 3級とす

主。

斗QL 企11'i...:¥'1などの日脈仰については、吐曲ヒヱ血の既往、治療I ((7) から移動)

歴の有月1，I，)k.びその制度、治w効泉を匂宥とし、 (4)にmげる検

査項目及び臨床所見の異常に加えて、総合的に，U!定する。特11!

生遡Lu'，j且阻lli'¥炎についても、"11阻よ主主ι

斗ょL 肝がんについては、 (4)に掲げる|ホ査項目及び臨庄盟主ε旦

常に加えて、月干がんによる 1\切に与を汚ldf し、 *r~i&ぴ rm 1 6 r市
ζl1_1.ii'l，初生物による附Ilj:よ (!)~: iÎ:理前lにより必定する，ただ

ム」盆ιNげるt，j;j1f. J Jl目及び臨床)ir>1.の異常がないjU血L

皇よ立117i o)，I.j，~定処領によ り I~:'盗主主L

斗.& 肝臓 ~t hliの l州生じ

Z 佐世f1Jr.iを没行たものに係る11(，'1川以;定に当たっては、術後

の椛状、1(ìW:fr..ì品、 I'，J;査，，'HI~及ぴ予後...~を十分に考慮して総

合的に認定する.

こι陛3It三絞を支給されている者が肝臓移怖を受けた~i1合は、

臓22が生:，t"'i'し、安定的に機能するまでの|仰を考慮して術後 1

年I/IJは従IHIの等机とするa

-3 -



(別紙3)

。国民年金 ・厚生年金保険障害認定基準 (第 18節/その他の疾患による障害)新旧対照表

(傍線 m~分は改正部分)

改 正 後 ヱ改 前

市 3 陣容認定に当たっての基¥IU

第 1 章隙宮:等級~!:!.iIE 1;C準

第 18節/その他の疾叫による1;収容

その他の疾也による附川の程度は、次にーこり認定する.

1 認定基準 (目品)

2 認定婆f正l

(1) その他のm!也による附'，1;:は、本市「第 1節 眼の阪証書jから

「第17iii; 日血圧症に ，1:る附 ~IFJにおいて取り抑われていない

疾ι也をmすものであるが、本市においては、 1111部臓器・骨鍛臓

器のr.1-i1公的泊1定ι_J:，_玉.ll..eL:1JiW持Ilt、巡航性ιl恋物状態、いわゆ

る鰍病丞立臓日日移li!iの取J縫いを定める。

(2) (.目}

(3) 人工紅P'l・車rrni'i脱

ア ・イ (目白)

{4) 遜I，f: i 'l:陥物~):(/1}.については、次に，1:り Jr¥(り似う。

ア i1l M;i't 1抗物M~@については、自 治 '1， 1，号の用を弁ずろことが

主主主"':Iida5であるとi惚められるため、 1，'~J比』也とと主L

壬~~Fの何度を必定する 11キj閣は、その附'，1rのがそ1似にポった 日

から ，l~ i.i.して 3月を純i附した 日P)，iをに、 I~'ミマ'; I)'.J制点から、

機能1"111[がほとんど引めないと221められろとさ{初心日から

知郎して 1{ド行 11J').内の 日に|波乱.)とすろ。

(5) いわけ1る昔IH，;iについては、その発州の11年!日|が不定、不ぷで

あり、かっ、 ~e約は級;.r，であり 、 ほとんどの続出.は、臨床抗

状が tI1~t多岐にわたっているため、その;li!.jl:' Iこ31iたっては、

客似 i'1~ I，f 礼に J，~ づいた日常生前能力 Wの仰肢を十分考慮

して総合的によZ定するものとする。

なお、厚生労働省研光斑やI I\J 係学会で定めた，ì'~wr 1Ji i料、
治療基準があり 、 それに ，I~当するものは、病状の経過、治的

効県勺F を今ー，I~. とし、 4!と定時の具体的な日常生活状況吋:を把握

して、総合的にi協定する.

些i 臓器移 I'~í の i以 1!~ い

ア 脱 出移|怖を受けたものに係る I:r，t・占認定に当たっては、

術後の l，i~:11:、治療経過及び検賛成績等を十分に考慮して

総合的に認定する。

イ 障害等級に該当するものが、臓認移植を受けた場合は、

臓器が生若し、安定的に機能するまでの問、少なくとも

1年間は従前の匂級とする。

なお、障害等級が 3 級のi~ 合は、 2 年間の経i局側祭を

行う。

第 3 障害認定iこ当たっての基準

第1.r.市宮きHJ~認定r，t;準

第 18節/その他の疾患による附害

その他の疾患による向車内の程J.IJ:は、次により認定する。

112定 J，FI~ (略)

2 r'1~.í主要i正l

(1) その他の疾.'J，J.による障害は、本章 r!行l節 11I!の附害Jから

f市17担li 高血圧症による陣'.!，' J において取 り jJ~われていない

疾f.U.f~指すものであるが、木tñiにおいては、服部臓器 ・ 汁桃識

~:~の術1を iを i白川:星玉互いわゆる簸病並立主般若'~fJ，般の取扱いを

定める。

(2) (圏内)

(3) 人工f工I"J，・新附Ik

ア ・イ (.品)

担よ いわゆる燥がjについては、その発病のl昨lUlが不定、不詳で

あり、かつ、 ~~~可は似徐であり 、 ほとんどの疾!，I.I.は、臨床1~~

状が複.N~多岐にわたっているため、その必定に当たっては、

客制的所見に基づいた日常生活能力等の ["，¥1瓜を十分考慮

して総合的にi必定するもの とする。

なお、厚生労働省研究班や関係学会で定めた r~ llJr基準、

治被 J，~il'J があり、それに該当するものは、的状の経過、治療

効果勺を参考とし、 ~~ítn.'i の具体的な 日常生活状況等を把111[

して、総合的にね定する。

( (7) から移動)

• 1
 

• 



立よ障害の程度は、一般状態が次表の一般状態区分表のオに

骸当するものは 1級に、同表のエ又はウに該当するものは

2級に、同表のウ又はイに該当するものは 3級におおむね

相当するので、認定に当たっては、参考とする。

一般状態区分表

区分| 一般状態

ァ |無症状で社会活動ができ、制限を受けること

なく、発病前と同等にふるまえるもの

軽度の症状があり、肉体労働は制限を受ける

イ |が、歩行、軽労働や座業はできるもの

例えば、軽い家事、事務など

歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し

ウ |介助が必要なこともあり、軽労働はできない

ニE

が、日中の50%以上は起居しているもの

身のまわりのある程度のことはできるが、しば

しば介助が必要で、日中の50%以上は就床して

おり、自力では屋外への外出等がほぼ不可能と

なったもの | 
身のまわりのこともできず、常に介助を必要と

オ し、終日就床を強いられ、活動の範囲がおお

むねベッド周辺に限られる もの

担よ本章 f第 1節 目良の障害Jから「第17節 高血圧症による

障害J及び本節に示されていない障害及び降答の程度に

ついては、その障害によって生 ユる障害の程度を医学的に

判断し、最も近似している認定基準の障害の程度に準じて

認定する。

( (6) に移動)

-2 -

主よ障害の程度は、一般状態が次表の一般状態区分表のオに

該当するものは 1級に、同表のエ又はフに該当するものは

2級に、同表のウ又はイに核当するものは 3級におおむね

相当するので、認定に当たっては、参考とする。

一般状態区分表

区分

ア

イ

一 般状態

無症状で社会活動ができ、制限を受けること

なく、発病前と同等にふるまえるもの

軽度の症状があり、肉体労働は制限を受ける

が、歩行、軽労働や座業はできるもの

例えば、軽い家事、事務など

歩行や身のまわ りのことはできるが、時に少 し

ク |介助が必要なこともあり、軽労働はできない

ニE

オ

が、日中の50%以とは起居しているもの

身のまわり のある程度のこと はできるが、しば

しば介助が必要で、日中の50%以上は就床して

おり、自力では屋外への外出等がほぼ不可能と

なったもの

身のまわ りのこともできず、常に介助を必要と

し、終日就床を強いられ、活動の範囲がおお

むねベッド周辺に限られるもの

些L本章「第 1節 目艮の陣容Jから「第17節 高血圧症による

陣容J及び本節に示されていない障害及び障害の程度に

ついては、その障害によ って生 巳る隊箸の程度を医学的に

判断し、最も近似 している認定基準の障害の程度に準じて

認定する。

立よ臓器移植の取扱い

ア 臓器移植を受けたものに係る陣容認定に当たっては、

術後の症状、治療経過及び検査成績等を十分に考慮、して

総合的に認定する。

イ 障害等級に骸当するものが、臓器移織を受けた場合は、

臓器が生着し、安定的に機能するまでの問、少なくとも

1年間は従前の等級 とする。

なお、障答等級が 3級の場合は、 2年間の経過観察を

行う。



(別紙1) 

。診断書(循環器疾患の障害用) [様式第 120号の 6- (l)J 新旧対照表

(傍線部分は改正部分)

改 正 前

(表面)

(フリガナ)

氏名

昭和
日生( 歳) 男 .j，z年 月

平成

改 正 後

(表面)

(フリガナ)

氏名

住所 口 IHII I I 

①~⑮(略)

⑪循環器疾患(平成 年 月

1・2 (略)

3 心機能分類 (NYHA)

4 検査所見

( 1 )・(2) (略)

」血墜L

(3) (略)

日生(

盟問一

日現症)

(1 . n・m.N) 

歳) 生lN 男 ・女

郡市

区

住所地の郵便番号

住所 日 EイII I I 
郡市

区

盟五
村

①~⑩(略)

⑪循環器疾患(平成 年 月 円現症)

1 . 2 (略)

3 検査所見

( 1 )・(2) (略)

(障害認定に必要と思われる項目について記入してください。)

(3) (略)



(4 )心カテーテル検査 (平成 年 月 日)

左室駆出率 EF % 
冠動脈れん縮誘発試験 (無・有) (陰性 ・陽性)

左主幹部に印%以上の狭窄 (無・有)

3本の主要冠動脈に 75%以上の狭窄 (無 ・有)

所見

( 5 )心エコー検査 (平成 年 月 日)

左室拡張期径 mm  左室収縮期径 mm  

左室駆出率 EF % 
所 見(左室肥大、弁膜症、拡張能の制限、推定肺動脈圧等)

(6)血液検査 (平成 年 月 日)

BNP値(脳性ナトリウム利尿ペプチド) pg/mL 

N T-proBNP値(脳性ナトリウム利尿ペプチド前駆体N端フラ

グメント上____  _j，pg/mL 

(4 )心カデーテル検査 (平成 年

% 左室駆出率 EF 
冠動脈れん縮誘発試験

所見

(無 ・有)

月 日 )

(陰性 ・陽性)

( 5)心エコー検査

左室拡張期径

左室駆出半

所見

(平成年月日)

mm  左室収縮期径

五F % 

(6 )血液検査 (平成 年 月 日)

BNP値(脳性ナトリウム利尿ペプチド)

立 その他の所見 (平成 午ー 月 日) 4 その他の所見 (平成 年 月 日)

-2・

mm  

pg/mL 



(裏面)

⑫疾患別所見(平成 年 月 日現症)

(該当する疾患について記入してください。)

1 心筋疾患

( 1 )肥大型心筋症 塁二五

(2)拡張型心筋症 無・有

(3) その他の心筋症 無・有

(4)所見(

2 虚血性心疾患

(1 )心不全症状

(2)狭心症状

(_9_)梗塞後狭心症状

(4 )心室性期外収縮

無・軽労作で有・安静時有

無・軽労作で有・安静時有

無 ・軽労作で有・安静時有

無・有 (Lown 度)

( 5 )インターペンション無 ・有初回:(平成年月

手技(

(6) ACパイノξ，ス件f

( 7 )再狭窄

( 8 )その他の手術

( 9 )その他(

日)、計

無・有初回 :(平成年月日)

無・ 有

無・有(手術名

(平成年月日)

) (平成年月日)

(裏面)

⑫疾患別所見(平成 年 月 日現症)

(該当する疾患について記入してください。)

よ不整脈

(1)"-(4) (略)

2 先天性心疾患・弁疾患

( 1 )・(2) (略)

(3 )人工弁置換術無・有 (手術名 (平成 年 月 日)

(4)その他の手術無 ・有(手術名 (平成 年 片 日)

(5 )その他(

3 虚血性心疾患

( 1 )梗塞後狭心症 無 ・査

( 2)心室性期外収縮 無 ・有 (Lown 度)

(3 )インターベンション無 ・有 初 回 :( 平 成 年 月 日)、計 回、

手枝(

回、 (4) ACバイパス術

(5 )再狭窄

(6 )その他の手術

( 7)その他(

無 ・有初同 :(平成年月日)

無 ・有 (平成年月日)

無 ・有(手術名 ) (平 成 年 月 日)

円。



3 不整脈

(1)'-""-(4) (略)

4 大動脈疾患

( 1 )胸部大動脈解離 無・有 Stanford分類 (A型 ・B型)

(平成 年 月 日)

( 2 )大動脈壇 無・有(部位:胸部・胸腹部・腹部)

(最大血管短径 cm) (平成 年 月

(3 )人工血管 無・有(部i立;胸部・胸腹部・腹部)

(平成 年 月 日)

(4) ステントグラフト 無・五(部位:胸部・胸腹部・腹部)

(平成 年 月 円)

( 5)その他の手術 無 ・有(手術名 ) (平成 年 月

(6 )その他(

注:高血圧症がある場合は、 r7 高血圧症j にも記載してください。

5 先天性心疾患・弁疾患

( 1 )・(2) (略)

-( :3) Eisenmen四 r症候群無・有

(4)肺体血流比

(5)肺動脈収縮期圧 mmHg 

( 6 )人工弁置換術無・有(手術名

(7)その他の手術無・有(手術名

(立)その他(

(平成年月

( 平 成 年 月

日)

日)

日)

日)

. 4・



日)

日)

重症，心不全

(1 )心 臓 移 植無 ・有(平成

(L!)人L心臓無 ・有(平成 年

(3)心臓再同期医療機器 (CRT)無 ・有 (平成 年

(4)除細動器機能付き心臓再同期医療機器 CCRT-D)無・有

(平成 年

月

月

el 
日)

月

月

年

6 

4 

( 1 ) (略)

(2 )検査成讃

血圧測定年月日

高血圧症高血圧症

(略)

( 2 )検査成績

7 

( 1 ) 

降圧薬服用

無・有

無・有

無 ・有

尿蛋白の有無 (

(3) '" (6) (略)

最小血圧最大血圧

++ + + 

無・有( 種)

窯・有( 種)

祭・有( 種)

降圧薬服用最小血圧最大血圧血圧測定年月日

++ + + 尿蛋白の有無(

(3) ~ (6) (略)

その他の循環器疾患

(略)

5 

( 1 )・(2)

8 その他の循環器疾患

( 1 )・(2) (略)

(路)

F
O
 

⑬~⑬ (略)⑬~⑬ 



記入上の注意

1 この診断書は、 国民年金茎旦厚生年金保険の障害給付を受けようとする人

がー、その年金請求書に必ず添えなければならない喜類の一つで、初診日から

1年 6月を経過した日(その期間内に治ったときは、その日)において、

国民年金法施行令別表エ旦厚生年金保険法施行令別表(以下「施行令別表j

という。)に該当する程度の障害の状態にあるかどうか、又は、初診日から

1年 6月を経過した日において、施行令別表に該当する程度の障害の状態で

なかった者が、 65歳に到達する日の前日までの聞において、施行令別表に

該当する程度の障害の状態に至ったかどうかを証明するものです。〔ま杭たいこ一は一辿厚融 一 生

の対象者となろうとする人等についても、障害の状簡が施行令別表に l 

該当する程度にあるかどうかを証明するものでで、す。 J

2・3 (略)

4 f障害の状態Jの欄は、 次のことに留意して記入してください。

( 1 ) ①~⑪及び⑪~皇室の欄は、全て記入してください。⑫の欄については

本人の障害の程度及び状態に無関係な欄に記入する必要はあり ません。

(無関係な欄は、斜線により抹梢してください。)なお、該当欄に記入し

きれない場合は、別に紙片をはりつけてそれに記入してください。

(2) ⑪の欄 f4 検査所見j の (3)'" (6)については、検査を行った

場合には、該当する頃目に現症討の直近の結果を記入してくださいの

(3) ⑪の欄 f4 検査所見lの I(6)血液検査j はどちらか一方の検査数

値を記入してください。

(4) ⑫の欄 f6 重症心不全1については、重症心不全に該当する場合は

記入上の注意

1 この診断書は、国民年金ι厚生年金保険文は船員保険の障害給付を受けよう

とする人が、その年金請求書に必ず添えなければならない書類の一つで、初診

日から 1年 6月を経過した日(その期間内に治ったときは、その日)において、

国民年金法施行令別表、厚生年金保険法施行令別表Xは船員保険法施行令別表

(以下「施行令別表」という。)に該当する程度の障害の状態にあるかどうか、

又は、初診日から 1年6月を経過した日において、施行令別表に該当する程度

の障害の状態でなかった者が、 O5歳に到達する Hの前回までの聞において、

施行令別表に該当する程度の障害の状態に至ったかどうかを証明する もので

す。

〔批ド土一一
の加算額の対象者となろうとする人等についても、障筈の状態が施行令 l
別表に該当する程度にあるかどうかを証明するものです。 )

2 • 3 (略)

4 f障害の状態」の欄は、次のことに留意して記入してください。

( 1 ) ω~ω及び⑪~盛の欄は、全て記入してください。⑫の欄については

本人の障害の程度及び状態に無関係な欄に記入する必要はありません。

(無関係な欄は、斜線により抹梢してください。)なお、該当欄に記入し

きれない場合は、別に紙片をはりつけてそれに記入してください。

.6・



⑫ 6欄に記入してくださいn なお、重症に該当しない者が f(3)心臓再同

期医療機器(CRT)J又は r(4)除細動器機能付き心臓再同期医療機器

(CRT-D) Iを装着した場合は、装着年月円や医療機器(CRT又は CR千D)

を⑬備考欄に記入してください。

(立) ⑫の欄 「ヱ高血圧症Iの r(4)眼底検査所見Jは、過去3か月間

において、病状を最もよく表している検査の所見を記入してください。

5 (略)

-7・

(え) ⑫の問 r4 高血圧症j の r(4)眼底検査所見Jは、過去3か月間

において、病状を最もよ く表している検査の所見を記入してくださし、。

5 (略)



(男IJ紙2)

。診断書(腎疾患・肝疾患 糖尿病の障害用) [様式第 120号の6- (2)J 新旧対照表

(傍線部分は改正部分)

改 正 後 改 正 前

(表面) (表面)

(フリガナ) (フリガナ)

氏名 氏名

昭和
昭和

年 月 日生 ( 歳) 男 女生年月日 年 月 日生( 議) 性 別 男 ・女 平成
平成 、

住所地の郵便番号 益道 郡市 住所地の郵便番号 郡市 町区

住所 L1J__Hl_W 府県 区 住 所 11TH]I I I 区 主主

①~⑫(略)
①~⑫(略)

. 1・



、I
l
l
lノ

叫
格
、欄の⑫

 
患疾腎⑭

 
病尿糖

症

は
現

で

日

例
るす

。

月

併

い
合

さ
を

だ

年

害

く
障

て

臓

し

成

腎

入

平

は

記

(

又

を

患

病

項

)

疾

尿

事

面

肝

糖

要

裏

必

(

⑬

f
i
l
l¥
 

心-ーノ

欄の⑫
 

患疾腎⑭
 

病尿糖

症

は
現

で

日

例
るす

。

月

併

い
合

さ
を

だ

年

害

く
陣

て

臓

し

成

腎

入

平

は

記

(

又

を

患

病

項

)

疾

尿

事

面

肝

糖

要

裏

戸

必

」

(
⑬
(
|
|
(
 

(無・有・著)

(無・有・著)

(無・有・著)

(無・有・著)

(無・有 ・著 )

(僻 . ムー

見

症状

Jし、

振

み
一

怠

熱

便

欲不

ゆ

身倦

所

見

床

自

悪

食

か

臨

ω

全

発

黒

1 

有・ 著)

有 ・著)

有 ・著)

有・著)

有 ・著)

(無

(無

(無

(無

(無

臨床所見

(1 )自 覚症状

全身 倦怠感

発熱

食欲不振

悪心 ム」邑止

皮膚そう捧感

1 

色

(無 ・有 ・著)

(無・有・著)

有痛性筋窪鐙

吐血・下 血

度)) 

有・著)

有 ・著 )

有 ・著)

有 ・著)

有 ・著 )

有・著)

有 -f、

有 ・(

有 ・著 )

(2) 他覚所見

黄姐

浮腫

腹壁静脈拡張

肝萎縮

牌腫 大

腹水

意識障害

肝 性脳症

血傾向

(無・有・著)

(無 ・有・著)

(無・有・著)

(無 ・有 ・有(難治性)) 

(無・有・著)

(無・有・著)

(2) 他党所見

肝萎縮

牌腫 大

浮腫

腹水

黄痘

腹壁静脈怒張

出

-2・

度)) 

著)

有

有

(無

(無

症

向

脳

傾

性

血

肝

出



(3)検査成 績 (記入上の注怠を参照) (3)検 査 成績 (記入上の注意を参照)

よバ±
方面 品函n又， 

基 準 {直 . . . . . . よ日±
施 設 . . . . . . 
基 準 値

AST(GOT) lll/。 c;OT(AST) 

ALT(GPT) IU/s GPT(ALT) 

γ-GTP IU/s γ-GTP 

血清捻ビ、リルビン mg/dt' 総ビリ/レビPン mg/de 

アルカリホスファターセー lU/s ALP(アルカリフォスファターゼ)

血清総蛋白 g/de 血清総蛋白 g/di? 

血清アノレプ、ミン g/de 血清アルブ、ミン g/de

BCG法'BCP法 A/G比

-改良型 BCP法 ZTT 

A/G比 TIT 

血小板数 x 104/μe 血小板数×主立d

プロトロンピン時間 % へパフ‘ラス手ン値

総コレステロール mg/de プロトロンビン % 

血中アンモニア 民 /de 時間 重呈主主

AFP 盟白星 CI-IE (コリシエステラーセ')

PIVKA-lI mAU/ms 総コレステロール mg/dP 

180日以上アルコール
(0・x)(0・x) (0・x)

アルコール性 を摂取していなし、

血中アンモニア
一戸

AFP 

肝硬変の場合 継続して必要な治療
(0・x) (0・x) (0・x)

PIVKA-2 

を実施しているs
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2 Child-Pughによる grade

A ( 5・6 ) B ( 7・8・9 C ( 1 0 ・11 .12以上 )

3 肝生検 無・有 検査年月日(平成 年 月

所 見 グレード ステージ

ご主食道・胃などの静脈癌

( 1 )無・有 盤査笠月日 (平成 年 月 日)

(2 )吐血ム下血の毘盆 缶E . 有 回)

(立)益遼屋 無・有( 回)

5 へパトーマ治療歴 盤 . 有
-手 術 回 -局所療法 回 -動脈塞栓術

-放射線療法 回 -化学療法 回

6 特発性細菌性腹膜炎その他肝硬変症に付随する病態の治療歴

亙旦

日)

回

2 Child -Pugh による gradc

A 5三丘 B 7二~ C _l♀弘よ

3 食道静脈癌

( 1 ) 無・有 (内視鏡による、 X線造形による、その他 ( )) 

( 2) 吐血ι 下血の既往歴

生匠 . 有 回)

( 3) 内視鏡記載基準(該当するものにOをつけてく fさい。)

L(  s， m， i)、1< (0， 1， 2， 3)， C (w， b)、R C(一，+)、

L只(無・有)

(生) 並遼並坦

無・有 硬化療法( 回)

その他の療法(手技 回)

4 へパトーマ治療歴 住E . 有
-手 術 同 -エタノーノレ局注 回

-動脈塞栓術 回 . "7シ。オ波， マイクロ波治療 回

5 肝生検 無・有 検査年月日(平成 年 月 同)

所 見 〔

-4・



7 治療の内容 6 治療の内容

( 1 ) 手U 尿 剤 ( 無 . 有 ( 1 ) 手リ 尿 剤 ( 無 . 有
( 2 ) 特殊ア ミ ノ酸製剤 (無 . 有 (2 ) 特 殊アミノ 酸製剤 ( 無 有

( 3 ) 抗ウイノレス療法 4医 . 有
(3 ) 血小 板 輸 血 ( 無 有)

(4) アルブミ ン ・血摂製剤 ( 無 . 有 ) (4) アルブミン ・血摂製剤 ( 無 有)

w 皿 /J、 板 輸血 4IJE 有 )

(6 ) そ の {也 ( 5 ) ーそ の 他 _j L 
具j主的内容

R その他の所見

( 1 )肝移植 無 ・有

盆過

ヱ その他の所見

(有の場合は移植年月日(平成 年 月 日))I (1) 肝移植 (無 ・有 経過 ( 12 

(2)その他(超音波 ・C T二盟主上検査等) (平成 年 月 、、，，，
口
μ (2) その他 (超音波 ・ CT険査等) (平成 年 月 日)

(ウイノレス性肝炎については、 IFN療法の有無とその結果、効果、およびHCC

の有無、経過についても記入してください。)

⑪~⑬(略) ⑪~⑬(略)

po 



記入上の注意

1 この診断書は、国民年金茎旦厚生年金保険の障害給付を受けようとする人

が、その生金請求書に必ず添えなければならない書類のーつで、初診口から

1年 6月を経過した日(その期間内に治ったときは、 その日)において、

国民年金法施行令別表又は厚生年金保険法施行令別表(以下 「施行令別表j

という。)に該当する程度の障害の状態にあるかどうか、又は、初診 日から

1年 6月を経過した同において、施行令別表に該当する程度の障害の状態で

なかった者が、 65歳に到達する日の前日 までの聞において、施行令別表に

該当する程度の障害の状態に至ったかどうかを証明するものです。

〔批 こ一一却厚鮎一生
の対象者となろうとする人等についても、障害の状態が施行令別表に l 

該当する程度にあるかどうかを証明するものでで、す。 J

2.3 略

4 r障害の状態」の欄は、次のこ とに留意して記入してください。

(1) ①~⑪及び⑮~鐙の欄は、全て記入してください。それ以外については

本人の障害の程度及び状態に無関係な欄には記入する必要はありません。

(無関係な欄は、斜線により抹消してください。)なお、該当欄に記入しき

れない場合は、別に紙片をはりつけてそれに記入してください。

(2) 略

鎧⑬の欄の r1 臨床所見jの検査成績の「血清アルブミンjについては、

B CG法、 BCP法又は改良型BCP法のいずれかにOを付してください。

鎧 アルコール性肝硬変の場合は、⑬の欄の r1 臨床所見Jの(3)検査成績

の r180日以上アノレコールを摂取していない。j 及び f継続して必要な治療

を実施している。j のO文は×のし、ずれかにOを付してくださいの

_(Q)_⑬の欄の r2 Child -Pue:hによる e:radeJの点数にOを付してくださ

じL

記入上の注意

1 この診断書は、国民年金ι厚生年金保険又は船員保険の障害給付を受けよう

とする人が、その裁定請求書に必ず添えなければならない書類の一つで、初診

日から1年6月を経過した日 (その期間内に治ったときは、その日)において、

国民年金法施行令別表L厚生年金保険法施行令別表又は船員保険法施行令別表

(以下「施行令別表j という。)に該当する程度の障害の状態にあるかどうか、

又は、初J診同から 1年6月を経過した日においτ、施行令別表に該当する程度

の障害の状態でなかった者が、 65歳に到達する日の前日までの聞において、

施行令別表に該当する程度の障害の状態に至ったかどうかを証明するもので

す。

〔 ま杭たじこ一は一一
の加算額の対象者となろうとする人等についても、障害の状態が施行令 |

別表に該当する程度にあるかどうかを証明するものです。 )

2・3 略

4 r障害の状態」の欄は、次のことに留意して記入してください。

(1) ①~⑪及び⑮~盆の欄は、全て記入してください。それ以外については

本人の障害の程度及び状態に無関係な欄には記入する必要はありません。

(無関係な欄は、斜線により抹消してください。)なお、該当欄に記入しき

れない場合は、別に紙片をはりつけてそれに記入してください。

(2) 略

.6・



iill ⑬の欄の f7 治療の内容j は、⑬の欄冒頭の現症日時点の内容を記入

してください。また、|具体的内容j については、 (1)'"'-'(6)の治療が有る場

合は、必要に応じて薬品名や(6)の内容等を記入してください。

(1) ⑭の欄の f4 合併症Jについては、過去3か月間において病状を最も

よく表している検査の所見を記入してください。

(ヨ) ⑭の欄の f4 合併症j については、過去3か月間においで病状を最も

よく表している検査の所見を記入してください。

円

t



(見IJ添)
|国民年金厚生年金保険|

障害年金のお知らせ

.平成wj年6月 1日から | 

111肝疾患による障害」の認定基準を | 

l 一部改正します。 I

改正のポイシト

1.重症度を判断するための検査項目について見Eしを

行いました。

2. 障害等級を客観的に判断するため、検査項目の異常

の数を入れました。

3. アルコール性肝硬変の基準を追加しました。

認定の対象となる障害は、以下のとおりです。

.慢性かつびまん性の肝疾患の結果生じた肝硬変症

-肝硬変症に付随す否病態(食道・胃などの静脈癌、特発性細菌性

腹膜炎、肝がんを含む)

※慢性肝炎は、原則として認定の対象になりまぜんが、検査項目の異常の数

などにより障害の状態に相当する場合は認定の対象となります。

不明な点は、 日本年金機構の年金事務所へお問い合わせください。

ぞう催者輪 @P55金管烹



改正のポイシト

11 重症度を判断する検査項目・臨床所見とその異常値を見直しました。 l

検査項目/臨床所見 基準値 中等度の異常 高度異常

血清総ピリノレピン
0.3--....1. 2 2.0以上3.0以下 3.0超

(mg/d~) 

血清アノレブミン
(g/ d Q) 4.2"'"'5.1 3.0以上3.5以下 3. 0未満

(BCG法)

血小板数
13......35 5以上10未満 5未満

(万/μ Q，)

プロトロンピン時間
70超......130 40以上70以下 40未満

(PT) (%) 

腹 水 腹水あり 難治性腹水あり

脳 症 I度 E度以上

2 各等級に相当する例示の申に検査項目の異常の数を入れました。

障害の程度 障 害 の 状 態

前記1.の検査成績及び臨床所見のうち高度異常を 3つ以上示すもの、

1 級 又は高度異常を 2つ及び中等度の異常を 2つ以上示すもので、かつ、

一般状態区分表のオに該当するもの

2 級
前記 1.の検査成績及び臨床所見のうち中等度又は高度の異常を3つ

以上示すもので、かつ、一般状態区分表のエ又はウに該当するもの

3 級
前記1.の検査成績及び臨床所見のうち中等度又は高度の異常を 2つ以

上示すもので、かつ、 一般状態区分表のウ又はイに該当するもの

※障害の認定は、異常値の数と一般状態区分表による障害の状態などによって認定されます。

|3 アルコール性肝硬変の基準を追加しました。 I
アルコーノレ性肝硬変については、継続して必要な治療を行っていること及び検査日
より前に 180日以上アノレコールを摂取していないことについて、確認のできた者
に限り、認定されます。

日本年金機構の年金事務所の連絡先は、日本年金機構ホームページ(全国の相談 ・
手続窓口)にてご確認ください。

htto:/ /www.nenkin.ao.;o/n/www/section/ 

也 監窓口日本年金性J検索え



(参考1) 

@ 国実年金
厚生年金保険

きら
ロJ〆

(改正後 )

断

様式第120号の6 ・(1 ) 

書 (循環器疾患の障害用)

(
お
厩
L

{ヲIガナB |問 1- 1顎 謙>1削 J1 男 k氏宥1 年 吋 日生 {

問廿↑↑II 
fiii草 市市

住所
符l恥 1lS: 

|① m・;iの原例 I~ 傷病の発生年点目
昭和

τ成
4j! 可 日 車入札中 ιて

( 年 Z 目}
となった

③①のため初めて医 日百平日i!I病~
向1の診療を受けた円 平成

4手 J"I 日 古 人 問中立て
{ 年Jl A > 

@傷病の原11-:1 |⑤統 124慌|
の~
届

又は訴rf-I 初診年同日〈昭和・平成 年 月 自 問符 合ま

l白 Wi婦 が治ったu促状が!刈定してf台旅
{進認

はた

'tH丙が治っている湯fT---------- 治ったIJ 'jl成 年 月 11 
"主

そ 『

のえfよ長が期符できない状態を合
t宝定 れ dド

を人

trε)かどうか. ヨ~!丙が治っていfよし、~介 ・・・ ・・・・・ I'Ë~)\のよくなる見込 有 1111 ノミ剣 司邑由
.1:) I J 

@診祈 ‘!l'作成芸術機I~Jjニ
l-<l 

たよ
おける初診時所見

年の
初童書年月日 日ど

I回初・平戚 -辱 月 9! nを JつL 

i、⑨ 現在までの治械の内
診療同数|年 E 1'1、月下均 幽 H'b eb 

ハ，か
しを

容、:11.131、粍述、その lfi 名( τ2 
‘ i也重量巧ーとなる~項 & I Plliil三月 日 : F 日}

〈、
広三岡

⑩ 計 iWリ 身長 l ω~ J~ れ | 最大 l r.lmH里1降j正当E股iJlJ さ弓

(平成 年 月 日計測) 体 量 | kgl 故小| mmH~ 1 無 正干 、.

隊 事 の 状 態

⑪ 循環 器E 疾1ft (平成 年 月 日現症)

1 臨床所 見 2 一般状態区分表 (平成 年 月 日y

(1i自覚痕次 (2):1由党所見 (絞 'iするものを選んでどれか一つをOで凶んでください j 

動 f手 (無 ・有 ・苓) チアノーゼ ( 無 . ~ . 箸)
句' 無hE状で干上:会活動ができ‘制限を受ける二とな〈‘弛病，¥ijと|尚等にふるまえろもの

呼吸凶雌 (無 ・有 ・苓) i網T開 瞳E (無 . ~ . 著)
イ 軽度の淀状があり ‘ 肉体労働。立制限を安:けるが、移行. 椛~;.績や!泊青島まできるむの

息切れ (無 ・有 ・苔 ) ;1í lH~~，侭 { 無 . ~n 伊jえr;f.鮭l'来事、事務など

胸 f市 (無・有 ・苓) ぱち状字詰 {無 . ~ ) 
ウ 事行Á;-身のまわりのことはできるが.時に少し介助n・~.‘質なこともあ内.略労働1主

咳 (無 ・有 ・聖子) L民量減少 l無 ・す) できないが.目下の50，%以上l立起射しているもヵ

S足 (無 ・有 ・壱) :I~質的 議 -g- (売手 ・者) エ 4干のまわηのある程度のこと・まできるが. し:1_.:1.介凡Jか必質で、 目下の50%以上

:た /It (無 ・有} {Levine l怠) 11札床しており.自)Jでは宮外へのが出等がほ;!.r-"rt芭となったもの

オ身のまねη のこ ζ もできJ、骨;にナI止をE.~と d 終日批床を労11、らJl..活留の笹

3 心織t-g分期 (NYHA) 1 .日 .m . I¥' ) 凶がおおとねベッド周辺に現られるもの

4 検究所 凡
(4)心jJテー7'Jレ検夜 (平成 月 日)

t三 軍駐出率 Er ちC

(1:心屯図if見 必動脈れん紛誘発試験 (無 ・ 有〉 (陰性 ・向性)

〈心電個所見のあるものl乱必ず心電図〈コピー)を還付して〈ださい.) と主幹却に 50%以上の狭邪 (無 ・ 宥)

①安~:t，IJ"，~心m図 (平成 年 月 日) 3木の主要冠動派に750/0以上の狭布 (無 ・ 有)

心帯 {無 ・有} 完全J};当ブロ yク (無 ・宥) 所見

心)jJ綿自民 ・組曲h {無 ・有 ) ~，jbi tz 0型m室プロッタ(然 ・有)

完全/i'..脚プC:;;ク {無 ・有} O，2mV以上の ST低 F (無 ・有)

似II:l性心筋便語尾 {無 ・有 } 淡い陰性T波(無 ・有 ( mV) ) 

その他( (5)心エコー検査 (平成 月 日)

②負怖心電図 (無 ・有) (立成 'f. 円 問) Jぞ当l!i;，涯~ tvn /正雀，g箇邸i王 目閣

(陰佐 ・疑R品位 ・1品位} lIET s 住宅医出率 EF ちら

③ ホJレター心'，'R図 (無 ・有 } :言1成 年 月 日) 所見(怠釜肥大、弁膜主主.鉱d員総の何11浪.議定昨1i戯れ圧て字)

m野見

(2:胸，rnx線所見 (￥成 年 月 日)

心f匂郭係書主 . 、

&M予脈うっ市l 〔無 ・有 ・著)

(る)動脈血ガス分析佐 :ロ成 年 H s) (6)血液検査 {平成 j司 日:

wfi血 2・ 公正 [on B'¥JP値(脳性ナトリウム壬l尿ベフチ ド} ll.BL!!L 

!lt肥血 co・ ill孟 I= NT-proB N PIi1[ U尚性ナトリウム利以ベプチヨii)駆11;可縦フラグメン ト)

"-llL!!l 

5 そ の他のmλ (¥f-成 <jo J'J 1') 

本人の陣容の程度及び状態に無関係な僚にはI~入する必要はありません. (無関係な1111主、斜線に より鎌消して ください.:

臨
床
所
見
等
は
、
修
療
録
に
基
づ
し
て
わ
カ
る
範
囲
で
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。



陣 司E の 状 態l

⑫ 疾患別所見 (平成 年 月 臼 3見症) 〈該当する筑I也について記入してくださ ~. ¥. ) 

1 心 筋疾患

(1) 肥 大型心筋症 相t・ 有

(2) 舷娘型心筋症 !!Th 有

(3) その他の心筋症 知E 有

(4) 所 見(

2 虚 血 性 心 疾 患

(1 )心不 全 f宝状 知E 経労作で1J' 安T，j令時1i

(2) 狭 .(.. 1.iE 状 M. 事王労作でif 安静時if
(3) 夜空陸後狭心従状 却E 経労作でtr 安節目守tf

(4)心 室性期外収 *'~ 知E if :Lo・m 度)

(5) ノンターペンシヨン 知E -jj- 初回(、1':成 年 月 IJ j、計 i豆、三段 (

(6) A Cパイノ哩;A(1下 相E 有 初問 : (平成 ip 月 11) 

(7) 再 1:長 坑~ 知E 有 (、1':成 年 月 11) 

(8) そ の 他の手付 知E

イー-

(手11干名 (工IZ成 it三 月 口)

(9) その他(

3 不 霊 脈

(1) 雌治性イミ鐙 j派 M. 有 .、， (、l'成 .l_手 月 円)

(2) ベースメーカ一治療 相E # (平成 年 月 日)

(3) 梢込み坐除結w.探 (ICD) 官拒 有 (平成 年 月 日)

(4) その他(

4 大動脈疾患

(1) 胸部大邸'J，11.解肉陸 相E 手J Sten[ord分額( A 型 ・ B 型 ('jZ成 年 月 fJ) 

(2) 大動脈総 相E fj' : fllH主・ JJ匂芹i 胸i長官1 w:膏¥) (最大直l~短千世 ClI') (平成 年 月 1'1) 

(3) 人 」二 l飢 匂 相E # (苅1他・ 胸部1 F旬m存1 服部 ) (平成 年 月 日)

(4) ステントグラフト 相E 4イ :部位。 H勾ffl¥ E旬以前 01許:¥) (平成 年 月 日)

(5) その 但 の手術 相E # (手術4'， (平成 Ioj三 月 ゴ)

(6) その他(

注;;;血圧症がある場合は、 r7 高血圧症Jにも!3載してください。

5 先天性 心疾患・弁 疾患

(1) 先天性心疾患の場合 (4)血li体血IJ([ j:~ 

症以のiLl現時期 (U(:H可1・‘ド成 年 刈 11) (5) IW動 脈 収縮期日 !lli!!!:!g 

小 ・巾学生時代の体育の授業 時:mにできた 参観していた (6) 人工弁置換術 .trr¥ t.' 
(2) 弁淡出の場合 (手術名 (平成 年 月 日)

原l士Ii支出 (7) そ の 他 の 手 術 :1m 有

発病時期 (昭和 .、It成 年 月 1] ) (王手術名 (‘le成 年 月 11) 

(3) Eisenr即時er抜候群 帽E -jj' (8) そ¢他(

E 重症心不全

(1)心臓移植 !nl 有 (平成 年 月 日)

(2) 人工 L・ 臓 lPJ 有 (平成 年 月 日)

(3) 心臓丙同期医療機隷 (CRT) イ眠 1f (平成 年 月 日)

(4) 除絢動探機能付き心掛量再同期医鋭機探 (CIC-D) 111E # (平成 年 月 日)

7 高血圧症

( 1) 本態性高血圧症 ・二次性高血圧症(病名 ー (4)限1ft検査所凡 ( 'II成 年 u 日)

(2) 検査成績 KW' Schoic ・その他 ( 法)

.il.r三測定平JIa 最大血圧 経小血圧 降圧豊臣服III (5) その他の合併症(大動脈月半同盟、大動脈組、 末梢動脈問鶏な ど)

無 '{i( 積} 無 有 u前名
湾・千i( 種} (6) 胤治クレアチニン濃度 mg/ω 
照・千i( 種}

尿蛋向の有匁( ー →ー + ++ ) 
(3) ー過性脳虚血発作の既往 剖E 有 : 1年以内 ・li'F以 ヒ前 ( 4手 月l羽)

8 その他の循環器疾患

(1) 手術 無 有 (手術家『 (平成 年 月 1'1 ) 

(2) その他 (

⑬ 
現症時の日常生活活
動能力及び労働能力
{必ず犯人して〈ださい.， 

⑪ 予 後
(必ず包入して〈ださL、.) 

⑬ 
備 :1<: 

じ・己のとおり、 診断 しますヨ 平成 年 月 日

病 院又は診療所の才:綜 診療担j科?'，

所 在 地 医~，Ii氏《 同l



(1舎断書を作成していただく医師に手渡すまでは、 「官E入上の注意』を切り雌さないでください。)

犯人 上 の 注 意

l この診断書は、匿民年金文は厚乞包金保険の障害給付を受けようとする人が、その年金請求書に必ず添えな

ければならない書類の一つで、紋診日から 1年6月を経過した日(その期間内に治ったときは、その日)にお

いて、園長年金fi;施行令思l表又は厚生年金保険法纏行令別表(以下 『施行令別表，という。)に該当すと程度

の事答の状態にあるかどうか、文は、初診日から 1年6月を経過ンた日において、施行令}lI.表に核当する程度

の3.害の状態でなかった者が、 65歳;こ到達する日の前日までの聞において‘施行令別表に核当する程度の噂容

の、態に至ったかどうかを2正明ずるものです。 、
| また、この診IVr.~立、 医3是正手金又は厚生年金保191の年金給付の加算額の対象者となろうとする人等につ | 
Lいても、障害の状態が施行令別表;こ該当する程度にあるかどうかを証明するものです。 )

2 ③の|閉は、 この診断書を作成するための診療日ではなく、本人が樽蓄の原因となった領病について初めて医

師の診療を受けた 日 を託入してください。 前に他の医師が診療~ている場合は、本人の事立てによって配入 し
てください。

3 ⑨の|閣の f診療回数Jは、現症目前l年明における診療回数を記入してください.なお、入院回数11:は、

診療回数1回と して計算してください。

4 r障害の状態ーのJ聞は、次のことに留をして記入してください.

(1) ①~⑪及び⑬~⑭の|州立、全て記入してください.⑫O)~綱については本人の障害の程度及び状態に無関
係i11悶に記入する必要はありません. (無関係な|聞は、斜線により抹消してくださ J¥0 )なお、核当|羽に記

入しきれない場合は、8IJに紙片をはりつけてそれに記入してくださいε

(2) ⑪の欄 f4 検査所JLJの(3)-(6)については、 t.;査を行った場合に広該当する項ヨに現痘日の直近の

結果を位入してください2

(3) ⑪の欄 r4 検査所見Jの r(6)血仮検査Ji立、どちらか一方の検査数怖を記入してください.

(4) ⑫の欄 f6 重品:心不全」については、 !日症心不全iこ該当する場合は⑫6欄に記入してください.なお、

lIi症に該当しない者がー(3)心臓再同期医僚機俗(CRりJ又i立 r(4)除剤DViIJ i樹齢制寸き心闘再同期医療機知

(CRT-D) Jを装着した場合は、装着年月日や医型軽機器(CRT又はCR7-D)を⑬備考1問lこ記入してください。

(5) ⑫の|附 r7 高血圧症」 の f(4)眼底検査所見Jは、 過去 3か月間において、病状を最もよく表してい

る検査の所見を記入 してください。

5 '心氾図所見のあるものは、 この診断 II~の外に、 心包図(コ ピー}を必ず孫えてくださ も 、。



様式第120号の6-(2)

二件 l粁疾思・肝疾m. "、抽世嗣 l 
言言し紡 尿 病寸官m J 

(改正後)
(参考2) 
③ 断

(7り:Jナ)
年 月 日生 { 山j 刃 ・女

氏 名 'fl吠
住所砲の劃1臣官骨

都道 tlll市
住 所

j_ 1 J-l I I I 府県 区

|① 1障害の原因
② 昭和 砂市匝録で箱毘

K円二傷病の発生年月日 平成 年 月 n 本人的，'，立て

となった
( 年 H 口 } の紺

①①のため 旬lのてl妄 昭和 診療鼠で砲認 巾錦
傷病 名

師の診療を受けた口 平成
年 月 FI 本人目 11' 立て 立で

l 年月 円 } て硝|

@傷病の原因 |⑤訴|
<.';~ 

きたま l又は誘悶 初診年月日(昭和・平成 年 月 日)

① 
傷病が沿っている場合 . . ~ . . ..・・ ・・ 治ったE 平成 年 月 E 確認 は‘は

傷病治(1'合った(!a:状が凶定レて治療 J註 2主
そ・

の効果が期待できない状態を含む.) 
れ4込

かどうかョ 傷病が沿っていない場合 ・・・・・・ ・・症状のよくなる見込 有 壷E 不明
を人
聴IT;

ri'" 
③診断書作成医療傑|頴に

レ宜
たZ

おける主Jl~金時所見 年目

初診年月日 月ど
日ち

〈昭和・平成 年 月 日) あ .:， 

I@ 現在までの治療の内
診療同数 | 年間 問、刀平均 回

記か
入 fζ ' 

l下 下術~ ( :;0 
'!(j.、期間、 経過、その てで

他参考となる事項
術 く閲

歴 手術J年刀日( 年 月 口) 2λ 
⑬ 言 I削 | 身長 | 

CIiII 脈れ~ 血I対大 mmHg I 降応策I.l!lll ~ . 

(事或 年 円 日計測) I 体重 | Fで/分圧 | 最 1)・ m耐 無 4月ー

⑪ 一般 状 態 区分 表 (平成 年 月 日) {波吋するものを選んでどれ1.'一つをOで図んでください.)

ア無症状で社会所毘!Jができ、 制限を受けることなく、発病iIijと同等にふるまえるもの 一
イ軽度の痕状があり、l実体うi;o働は制限を受けるが、歩行、事長労働やi延業はできる，tの 例えば、軽い家事、事務など

F 

}.; 

ワ歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽'lj働ばできな"'n'、日中の50%以上は起民しているもの 罵

エ身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、 円中の50%以上は就床しており、自力では除外への外出等がほぼ不 可能となったもの
~ . 
} 

オ身のまわりのこともできず、;市・に介助を必まさとし、終rlhit氏を強いられ、活動の範闘がおおむねベッド周辺に限られるもの :;t 
ヌ

E草 害 の 状 態
手片

(J; 

⑬ 腎疾患 (平成 年 月 E現痘) (腎性問文は鮪尿病を合併する例では臓病(仰の綱同 相
必要事項を記入しでください。 1;1 

1臨 床所見
(3)験資 成 紙

(1)自覚 症 状 (2)他 党所見 :1e人上の注高:を拳照)
11 
)， 

感 d心 (無 ・有 ・務) l字 1屯 (無 ・ 有 ・ ~: ) 話メとと¥
漏

食欲 不 振 (無 ・有・著) 意識 I僚符 (熊 ・有 ・著)
れ
1:1' 

頭 ilii (祭 ・有 ・若) 尿~応 症 状 ( ~ . 有 ・ 著) 尿蛍!士一口盆 g/日 f;j 

アチドージス (無 ・有 ・著) 尿道 (1 v 
よ

貧 血l (無 ・有 ・著) 赤血球 つ

府不全に法づく 神 経症状(無 ・有; 尿前;十世 白血.fJ<
&1 

消化棋症状(無 ・有; 円柱 J入
悦力障害(無 ・有: 赤IfIL球数 X 10・/μg し

2 腎生検 無 ・有 検査年月日(平成 年 月 日) ヘモグロビン濃度 g/d8 
て
〈

所見[ へ7 トクリット % t:. 
白Ifll.E者数 /~ 

さ
v 

3 人工透析療法 IfilJJ、仮数 X 10γ112 

:1)人工透祈療法の実施の有無 無 ・有 (CAP口、血液透lfJi 曲II跨総蛋白 耳/d.D

(2)人工透祈開始。 (平成 圭手 月 日) Illll宵ア，レブミン g!dll 

(3)人工透析実施状況 同数・ 同/週、 1同 H寺1s 総コレステt=-./v mg/オiJ

日)人工透祈導入後の臨床経過 lfil波尿衆電索(I3UN) mg/de 

血t内タレアチニン濃度 泊目Ide

(ヨ)長期透析による合{制定 無 ・キマ〔その所見 r"l~自性，)~γチニy・0リアランス 児島f分

動脈血 ph 

4 その他の所見 〈腎臓移極術を行っているときは、その実施日を記入してください。)

塁ち
ロ/

国民年金
厚生年金保険

〈
お
厭
い

)
臨
床
所
見
等
は
、
島
時
療
録
に
基
づ
い
て
わ
か
る
範
囲
で
記
入
し
て
く
だ
さ
い

。

本人の障害の程度及び状態に祭関係な糊には記入する必要はありません。(無関係な相|草、斜線により抹消してください。)



障 害 の 状 態

⑬ 肝 疾患 (平成 年 月 日現症〉
(務尿病又は腎附を合併す州では総尿病 (@)J

腎疾患(⑫)(1)欄にもど、盟事項を記入してください.

1 臨 床所見 (3)検安成級 (記入上町注意を参!l?)

(1)討 覚症状 (2)他党所見 よメ± 施 設

全 身 1を怠 1誌 (無 ・有 ・4内i:) 肝 金E 結 (無・有 ・寺子) 基準値

発 曹高 (無 ・ 有 ・ ~: ) 牌 目韮 大 (無 ・有 ・幸子) AST(GO・r) IU/~ 

食欲不仮 (無 ・有 ・幸子 ) z手 Ai! (無・有 ・箸) ALT(GPT) lu!a 

必心 ・ 11誕吐 (無 ・有 ・著) IJli 水 〈無 ・有 ・ γ-GTP IU/8 

皮胸そう伴 l~ (無 ・有 ・幸子) 有(難治性)) 血1;奇総ピリノレピン rng/dt

有 1i'i性筋箆鐙 (無 ・有 ・著) 賛 E主 〈無・有 ・苓) 7ル'MホλÎr~ --t' IL/1I 

吐 Iftl ・ 下iIJt. (無 ・有 ・幸子) 1J!!1j1静脈主!:\1~ (無・有 ・著) 自Li宵総蛋ロ g/de 

肝性 JJI1 症 (然・有 ( 度)) 血清アノレプミン g/df

出血傾向 (然 ・有 ・著) sCG法.BCP法

2 Child -Pugh↓こよるgrade -改良鎧BCP訟

八 ( 5 ・6;， B ( 7 ・8 ・9) C ( 10 ・j] ・]2以 ヒ) 'IA/CLt 

3 肝生検 ~.~・-# 1貴賓年月日(平成 年 月 日) !ldll'J、板数 XJO・/1J}d
所見 グレード ステージ プロトr=;..-ピン等間 ~ 

総コレステロール mg/de 

4食道・胃などの静脈稽 Iill中アンモニア.，g/d

(1)然 ・有 検査年月 13(平成 年 月 AFP ng/me 

(2) q土Oll・下IILの既往 無 ・者( 回) PIVKA-n mAU/mP 

(3)治療歴 無 ・有 同) l8':I日以上アルコー
ルを伊.取してレな (0・x)(0・X;

5 へパトーマ治療歴 無 ・有 アルコ-/レ性 、、R

手 付f 同 局所療法 四 - 飢)脈空語検掛~ 回 肝硬'12.の場合
級品1して必1l!なIf;t軒 (0・x) (0・x)

-政射線療法 同 -化学療法 同 を完結している，

6 特発性細菌性腹膜炎その他肝硬変症に付随する病態の治療度

所見 8その他 の所見

(1)肝移IiII .~~ . 有(有の場合lま移h1i年刀口(ロ，，:<. 年

7 治療の内容 経過

(1)平l 尿 剤 (無 ・有 i (4iアルブミン.rfu綬製剤l (無 ・有 )

(2) 特殊アミノ酸鍛~J (無 ・有) (5) IfJ. 小板輸血 (無 ・有 )

(3)抗 フノ/ノス事前法 (無 ・有) (6iそ 。コ 他 :2)その他(超守波 ・CT'MRI後世等) (平成 竿 刀

具体的内容

@ 糖尿病 (平成 年 月 日現症) {腎合併症を託、める1J'Jでは、将疾患{⑫)の樹に必要事項を記入してくださL、。)

1 病 型 (いずれルの病型，こOを付して(t:こさ¥¥) 

(1) J型糖尿病 (2) 2型総尿病

(3)その他の型 (病名 .' 

2 ヘモグコピンAlc及び空腹時血精値の推移{記入よ由比Eを審問J

験よ;----._ご士 施設:!li準悩

HoA1C (%) 

空血時血糖値 (m .. /d(') ----
5 その他の所見

⑪ その他の代謝疾患 〈平成 年 月 日現症)

{自覚症状 ・他話;所見 ・検1f成績で手;

⑬ 

現症時の日常生活活
動能力及び労働能力

(必ず位入してください.) 

⑪ 予 後

〔必ず舵入してください.) 

⑬ 

備 考

t記のとおり、診断しますョ

病院 X;ま診療所の《 称

所 在 地

平成 年 .F. 

3 治療状況

(1)食事療法のみ

(3)インスリンによる

4合併症

日

(1)限合併症

ア i見 jJ 

イ n~ 底所見

(2) 神 経 Ilí~ 字

診療伺当た同

医師氏:f，

(2)経口紡尿病薬による

tj¥イ立 / 目

(辛口止 長ド 月 FI) 

協1Ui! 続正

(右1

(左)

(i，j~状 ・ 検査所兄)

r:n 

(0・x)

(0・x)

刀 口))

日}

回 /日 )



(診断書を作成していただく医師に手渡すまでは、 「記入よの注意」を切り隊さないでください。)

記 入 上 の注意

1 この診断散は、国民年金文;訂以生年金保険の附'i)}給付を受けようとする人が、その年金持求iLtに必ず添えな

ければならない準加の一つで‘初診日から 1年 6月を経過した日(その期間内に治ったときは、その日)にお

いて、国民年金法純行令別表又は!平生年命保1決法施行令別表 (;1.下 fl.庖行令耳IJ表Jとし、う。)に骸当する程度

の障害の状II1iにあるかどうか、又は、初日2日から 1年6月を経過した日において、施行令illJ表に該当する程度

の側害の状't.でなかった釘が、 65伐に剣道Eする日の前ヨまでの問において、施行令別表に該当する程度の障併

の状Itgに至ったかどうかを証咳するものです。

( また この診断削国民年金文は厚生叫険の年金給付の力酬の対象者となろうとする人相こっ

いても、降~の状{邸が版行令別表に骸当する程度にあるかどうかを夜明するものです.

2 ③の欄は、この診断泌を作成するための秒減日ではなく、本人が附wのIJ;r:悶となった{!!j病について初めて医

舗の13謝罪を受けた日を記入してください3 前に他の医師が鈴縦している均合は、本人の申立てによって記入し

てくださし、

3 ⑤の欄の「治療団敬j は、現fι日lifll年!日jにおける官主的回数を記入してくださし、なお、入暁日敏1日は、

診1/1:回低1巨としてE十持してください。

4 -11市街の状的Jの州は、次のことに問;むして記入してください。

(1) G)~⑪&U~íìj)~⑫の|附は、全て記入してくだ在い。それ以外については友人のr.~'i'iの位Jit及び状!日正に県IVI

係な11制には記入する必iJ!!はありません。(無関係な11;1は、料似により抹消 J てくださいo )なお、該当州に氾

入しきれないj品合は、 lllJに紙片をはりつけてそれに紀入してくださし、

(2) ⑫及び⑬の~I耐の f 1 ~\l I;I~所児」の倹蕊成tiw.びゅの欄の fZ ヘモグロピンAlc&ぴ空l即時Iltl.MiJ'(の4tH
約J の検在JítiWは、 j~:l: 6か月1mにおける 2悶以上の検任成fllをそれぞれ記入してください。

(3) ⑬の州の r1 臨床ifr凡」の怜:;!f.)J見付iの ftulil'!アルブミンj については、 BCG法、 BCP法又は改良製

BCFt};のいずれかにOを付してください.

(4) アルコール性肝臨u交のJM合は、⑬の|聞の f1 謡m所見Jの(3)検N成Mの f180日以上アルコールを摂取

していない。」及び「椛枕して必艇な治抑を災脳している， JのO文は×のいずれかにOを付してください.

(5) ⑪のI~Iの 2 Childぞ Imhによるgrac:eJの点数にOをf寸してください。

(6) ⑬のIPlIのー 7 i台械の内・6・Jは、⑬の1間口吋iの現出日11守点の内・6を記入してくださb、e また、 f l!..f.t:的内

:UJについては、 (1)~ (6) の治味が有る掛合は、必~に応じて拠品名や(6ì の内容等を記入してください.
(7) ⑬の I~Jの r 4 合併症」については、過去 3 か月 IIIlにおいて約状をfi.~もよく去している愉妊のすl~を記入

してください。
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